
１．意見を募集します（市民意見提出手続（パブリックコメント））
提出先（下記の「◎提出方法」もあわせてご覧ください）

直接 郵送 FAX メール 市ホームページ

※保健センターへFAX、メールで提出する場合は提出後に電話連絡をお願いします。

※市ＨＰの公開は１2月１日以降です。なお、募集期間によって公開日が異なりますので、随時ＨＰをご確認ください。

募集内容 募集期間 担当課

特定個人情報保護評価書（全項目
評価書）（案）

令和6年12月1日（日）
～令和7年1月6日
（月）（消印有効）

市民課
春日部市役所

市民課

〒344-8577
（所在地不要）
春日部市役所

市民課

739-1145 shimin@city.kasukabe.lg.jp

ホーム＞市政情報＞市民活動＞市民
参加手続＞募集中の市民意見提出手
続き＞「特定個人情報保護評価書（全
項目評価書）（案）」についての意見を募
集します

(新)中央町第１公園基本計画改定
(案)

令和6年12月3日（火）
～令和7年1月6日
（月）（消印有効）

公園緑地課
春日部市役所
公園緑地課

〒344-8577
（所在地不要）
春日部市役所
公園緑地課

736-1974 koen@city.kasukabe.lg.jp

ホーム＞市政情報＞市民活動＞市民
参加手続＞募集中の市民意見提出手
続き＞「(新)中央町第１公園基本計画改
定(案)」についての意見を募集します

第2次いきいきライフプランかすかべ
（春日部市健康づくり計画・食育推

進計画・自殺対策計画）（案）

令和6年12月10日
（火）～令和7年1月9
日（木）（消印有効）

健康課
（保健センター）

春日部市保健センター

〒344－0064
春日部市南一丁目1番7
号 東部地域振興ふれあ

い拠点施設6階

738-0610
hokencenter@city.kasukabe.lg.j

p

ホーム＞市政情報＞市民活動＞市民
参加手続＞募集中の市民意見提出手
続き＞「第2次いきいきライフプランかす
かべ（春日部市健康づくり計画・食育推
進計画・自殺対策計画）（案）」について
の意見を募集します

春日部市こども計画（案）
令和6年12月27日

（金）～令和7年1月26
日（日）（消印有効）

こども育成課
春日部市役所
こども育成課

〒344-8577
（所在地不要）
春日部市役所
こども育成課

737-3680 kodomo@city.kasukabe.lg.jp

ホーム＞市政情報＞市民活動＞市民
参加手続＞募集中の市民意見提出手
続き＞「春日部市こども計画（案）」につ
いての意見を募集します

人権施策推進指針（第２次改定）
（案）

人権施策推進指針前期実施計画
（案）

令和6年12月27日
（金）～令和7年1月26
日（日）（消印有効）

人権共生課
春日部市役所
人権共生課

〒344-8577
（所在地不要）
春日部市役所
人権共生課

733-3825 jinken@city.kasukabe.lg.jp

ホーム＞市政情報＞市民活動＞市民
参加手続＞募集中の市民意見提出手
続き＞「人権施策推進指針（第２次改
定）（案）人権施策推進指針前期実施計
画（案）」についての意見を募集します
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◎意見を提出できる方

　　市内在住・在勤・在学者、または市内で活動する個人および団体

◎意見の提出方法

　　直接提出する場合には、担当課または下記の公表場所で午前8時30分から午後5時15分に受け付けします。教育センターは3階視聴覚センターに提出してください。(それぞれの閉庁・休館日を除く）

◎意見提出にあたっての注意

　　必ず氏名と住所を記入してください。氏名と住所がない場合は、原則受け付けできません。また、口頭や電話での意見も受け付けできません。

◎意見および市の機関の考え方の公表

　　皆さんからいただいた意見とそれに対する市の機関の考え方を公表します。ただし、類似した意見はまとめて公表します。

　　氏名・住所などは公表しません。なお、意見を提出した人への個別回答はしません。

◎公表場所は下記のとおりです。

　　市役所本庁舎3階市政情報室、庄和総合支所2階市政情報室、教育センター１階学習情報サロン、

　　市民活動センター「ぽぽら春日部」、男女共同参画推進センター「ハーモニー春日部」

　　各市民センター及び公民館　（それぞれの閉庁・休館日を除く）　市ホームページ

　　原則として下記の公表場所で配布している所定の様式を使用し、上記表のいずれかの方法または、市ホームページの意見提出フォーム(SSL対応)で提出してください。
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◎応募方法

　※応募用紙に応募の動機、課題作文、その他必要事項を記入し、直接、郵送、ファックスまたはメールで応募

◎応募用紙の配布場所

　　募集担当課、市役所本庁舎3階市政情報室、庄和総合支所2階市政情報室、

　　教育センター１階学習情報サロン、　市民活動センター「ぽぽら春日部」、男女共同参画推進センター「ハーモニー春日部」、

　　各市民センター及び公民館（それぞれの閉庁・休館日を除く）、市ホームページ

２．委員を募集します（審議会等手続（審議会委員公募））
応募先（下記の「◎応募方法」もあわせてご覧ください）

直接 郵送 FAX メール 市ホームページ

※市ＨＰの公開は12月1日以降です。

募集内容 選考 募集期間 担当課

総合振興計画審議会

◎書類選考
◎課題作文
※テーマ「これからの春日部市
のまちづくりについて」(1200
字以内）

令和6年12月1日（日）
～令和7年1月6日（月）

（必着）
政策企画課

春日部市役所
政策企画課

〒344-8577
（所在地不要）
春日部市役所
政策企画課

734-3846 seisaku@city.kasukabe.lg.jp

春日部市公式ホームページ>市
政情報>市民活動>市民参加手
続>募集中の公募委員>総合振
興計画審議会の委員を募集し
ます

行政改革審議会

◎書類選考
◎課題作文
※テーマ「時代の変化に対応し
た行政改革とは」(1200字以
内）

令和6年12月1日（日）
～令和7年1月6日（月）

（必着）

行政デジタル
改革課

春日部市役所
行政デジタル改革

課

〒344-8577
（所在地不要）
春日部市役所

行政デジタル改革課

734-3846 gyosei@city.kasukabe.lg.jp

春日部市公式ホームページ>市
政情報>市民活動>市民参加手
続>募集中の公募委員>行政改
革審議会の委員を募集します

水道事業運営審議会

◎書類選考
◎課題作文
※テーマ「春日部市の水道事業
について」(800字以内）

令和6年12月1日（日）
～令和7年1月6日（月）

（必着）
経営総務課

春日部市役所
経営総務課

〒344-8577
（所在地不要）
春日部市役所
経営総務課

736-1549 gyomu-ws@city.kasukabe.lg.jp

春日部市公式ホームページ>市
政情報>市民活動>市民参加手
続>募集中の公募委員>水道事
業運営審議会の委員を募集し
ます

提供情報についてのご意見をぜひ、お寄せください。

春日部市役所　

市民生活部　市民参加推進課　市民参加・国際担当

〒344-8577　春日部市中央7丁目2番地1
TEL　048-736-1127
メール　sanka@city.kasukabe.lg.jp
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